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被災者の再建に
必要な知識の

９割はこの新書に
書きました

能登半島地震 牧之原竜巻被害など実例から考える

行政、専門家、NPOの連携による生活再建支援

ひさぽ
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高齢者が自力再建できず皆が災害公営住宅を選ぶと・・
最終的に国や自治体の財政の危機に

能登は
いまココ 制度も契約も

難しくてできん。
災害公営住宅
に入れれば
ええわ
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強い被災者と弱い被災者の存在
フェーズごとの適切な支援で支援の対象者は減らすことができる
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大災害のたびに「ひさぽ」で公開してきた支援情報瓦版
迅速・適切な情報提供で強い被災者は再建できる

能登半島地震 発災２日後の公表 牧之原竜巻被害 発災翌日の公表 大分市佐賀関大火 発災翌日の公表
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能登半島地震 翌月開始した避難所での情報提供支援
総計１０００名以上の能登半島地震の被災者に対し説明会を実施

（上）石川県輪島市町野町の避難所（R6.2）
（右上） 富山県高岡市（R6.3）
（右下）石川県穴水町の避難所（R6.3）
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個別相談、個別助言型支援でさらに要支援者は減らせる
説明会のあとに質問会、個別相談会をセットで実施

生活再建説明会・相談会のチラシ→
↑ 輪島市町野町の避難所（R6.2）
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能登はいま 具体的な住まい再建期のフェーズに
再建できず残る一人ひとりへの伴走型の支援が必要に

↓

前
半
は
説
明
会

↑

後
半
は
個
別
相
談
会

写真はいずれも輪島市 現地支援をするNPOや社協、自治体との連携が集客のカギとなる
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住まいの自力再建を後押しする「被災者生活再建カード」
自分が使える支援制度を「見える化」「カルテ化」

内閣府防災
の手引きでも

紹介
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職員も市民も再建カードを貼れる「災害ケアマネ」に
支援制度を使って自力再建を支援する技術を習得する必要性

静岡県の西伊豆町での全職員
対象の生活再建カード研修
（左上・右上）
座間市での行政と連携した民
間研修（左下）
被災地石川県能登町での職員
ら対象の生活再建カード研修
（右下）
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支援制度の知識とサポートで高齢者の自力再建は可能

わしら夫婦は年金１５万円で生活しとって
貯金も３００万円しかない。
家が能登の地震で《半壊》になってしもた。

地震保険は１５０万円でるいう話やが、年寄りには
支援制度の冊子みても何もわからんわ。
結局どれ使えて、いくらもえるかもさっぱりじゃ。

先月公費解体してもうたが、昨日工務店がきて
建替えするには２５００万円もかかるそうやで。

だからもう元の集落に戻るのは諦めとる
災害公営住宅ができたらそこに入れてくれたらいい
わしらみたいなんにどうやって建替えせえ言うんや

75歳 65歳
土地評価５００万円

皆さんはこの夫婦の建替えを実現してあげられますか？
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１５０

２００３００

３００

１００

２００

２５０

１５００

２５０

３２７０

２０

（評価）
・土地 500万円

・建物 300万円

（必要な資金）
・建替 2500万円

・収入 月15万円

・貯金 300万円

・建替えを希望
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知識と支援で８０代の単身高齢者でも自力再建できる
リバースモーゲージ型融資により再建された高齢者の自宅（輪島市・令和７年９月）

山間の集落でも融資対象になるのが
住宅金融支援機構の融資の１つの特徴

集落に災害公営住宅が建設されないため
自力再建でしか集落に残れない

（災害公営住宅の広さでは子や孫が泊まれない）
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しかし、まず複雑な支援制度に直面し困惑する被災者
令和４年台風１５号の静岡市水害 被災者の切実な声（弁護士の相談メモ）
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被災者は何に困っているのか（水害の例）
１３００件の士業相談の大半は複雑な支援制度と経済的支援に関するもの

令和４年台風第１５号災害（静岡市）の静岡県災害対策士業連絡会による相談統計
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次に罹災証明 「準半壊」以下だと自力再建は不可能に
被害実態に見合った判定がされない 繰り返される被災地の現実
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半壊と準半壊の間にはマリアナ海溝が鎮座
日本の支援制度の大半は「半壊以上」でしか使えない
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災害直後から行政も住民も知っておくべきこと
被害実態に合わない低い罹災証明判定は住民の復興も地域の復興も不可能にする
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そして必要な「災害版ケアマネ制度」の創設と人材育成
被災者を訪問支援する地域支え合いセンター（厚労省補助事業）だけでは足りない

←金沢市周辺のみなし仮設を訪問支援する
「いしかわ被災者支援センター」の職員
に対する住まい再建支援研修をする筆者

←輪島市の
仮設住宅で
の再建相談

↓上記職員が輪島市の実際の支援現場で
行なうOJT方式での実地研修
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最新の自治体と弁護士など士業の連携による支援
発災直後から１３００世帯の被災に対して８００件の相談対応をした牧之原モデル

令和７年台風１５号
静岡県牧之原市

竜巻被害
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図の出典：静岡県

これまで災害対策本部はハード面、人命救助、
インフラ復旧、給水対策などが中心

ソフト面、被災者の生活再建は別部局の担当で、
発災直後からの全庁体制での動きが難しかった

（筆者私見）

県庁内に横ぐしがとおりオール体制で発災直後から
ソフト面、生活再建という同じ目標に向かう

令和７年に発足した静岡県被災者支援連絡会
発災直後から全庁体制、かつ関係団体と連携して被災者対応を行うための機関

弁護士会も会長声明など書面で要望する必要は
なくなり、常に県とLINEグループで情報共有と
対応協議ができるように（対立から協働へ）

県・危機管理

社協
ボランティア協会

NPO

平時は研修
有事は対策
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出典：静岡県資料

令和７年に発足した静岡県被災者支援連絡会
発災直後から全庁体制、かつ関係団体と連携して被災者対応を行うための機関

《平時の研修時の参加者》
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連絡会主導で被害に見合った罹災証明の判定を市町に支援
国は自治事務として現場での柔軟な調査・判定を認めているが活用が難しい実態
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発災直後の生活再建説明会の重要性

・連絡会の存在により、発災直後に県が
被災市町に対して住家被害認定調査、
罹災証明と支援制度の関係などの研修受講
を要請
（被災者含め当日及びアーカイブ含め1000人以上視聴）

・特に住家被害認定調査に関し、風害の際に
被害実態に合った判定が可能となる調査の
具体的ポイントを助言

・上記ポイントについては、後日、静岡県
からも被災市町に改めて連絡し徹底を要請

・上記の結果、被害実態に見合った牧之原市
の罹災証明判定につながった（筆者私見）

罹災証明の調査から支援制度まで 行政、支援者、住民全員が同じ説明会を聴講
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国の被害調査手引きのみだと被害と判定に乖離
被害を過小評価しない調査技術、判定技術を身につける重要性

・こうした例示は、専
門家でない職員が調査
する上では必須

・しかし外観での損傷
具合と実際の被害（例．
見た目以上に影響が大
きい、他の部分も全交
換が必要など）は必ず
しも一致せず、被害を
過少評価した点数にな
りがち

・修理の際、再利用で
きず全交換が必要な場
合はその全面積をⅤで
見る必要があるが、平
時からの研修なくして
は現場判断は難しい
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被害調査だけでなく再調査でも市と専門家が連携
専門家との円満連携が職員の負担も減らし、被害に合った判定につながる

牧之原市令和７年１１月２１日災害対策本部会議資料より
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牧之原モデル 完全なワンストップの生活再建支援窓口
人間ドッグ方式 罹災証明の申請・交付から制度説明・相談・申請まで全てできる

【1番】で罹災証明書を受け取った住民は
全員が【2番】の士業ブースに案内される。
【2番】では弁護士や司法書士が支援制度の
全体像を説明し、建築士や税理士を含め
個別相談にも応じ、必要な窓口にお連れする。
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罹災証明書の判定・再調査支援でも官民連携
建築士と税務課が完全に連携することで職員負担軽減と適正判定に

①【2番】の士業連絡会の隣に【3番】の税務課の再調査窓口を置き
建築士・弁護士が求めれば住家被害認定の調査票をその場で印刷・交付する体制

② 建築士を中心にその場で被害に見合った点数になっているかをチェック
問題なければそう説明し納得してもらうことで無用な再調査申請を抑制

③ 点数が上がる可能性がある事案は再調査のポイントを税務課に助言
税務課は記録に残して再調査の際は助言箇所を重点調査

再調査の半数以上が判定変更となった
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使える支援制度の漏れを防ぐ「支援制度問診票」
弁護士会と牧之原市が合同で作成。罹災証明とセットで全員に交付

交付された罹災証明書
に応じて自分が使える
制度と金額が予め記載
された問診票

この問診票の説明を
【2番】のブースで
士業から受け、実際
の申請ブースに同行
してもらえる
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発災直後から士業相談を行う意義

罹災証明書交付前の発災直後の4日間の相談統計

注目

行政は発災直後から個別訪問調査はできない 士業相談で困り事や被害実態を把握

多数の住民が住まい
を失っている被害の
実態がわかる

こうした把握した
実態をもとに
被災者支援連絡会
で官民が議論
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応急期から再建期へ連携
士業による現地調査や、地域支え合いセンターとの連携に移行

①専門知見を活かした現地調査・現地支援
・再調査支援 ・長期避難世帯認定支援
・防災集団移転支援 ・町の再建支援

崖崩れの現地を技術士、弁護士、社協
技術系NPOが合同で調査（再建方法を検討）

弁護士による珠洲市地域支え合いセンター職員と
珠洲市の職員に対する研修（ 2024年5月）

②地域支え合いセンターへの支援
・職員研修 ・困難事例のケース会議出席
・職員が相談できるML作り ・合同個別訪問


